
東京都健康推進プラン２１（第二次）の中間評価について

25年度 … 27年度 28 年度 29 年度 30 年度 31年度 32年度 33 年度 34 年度 35年度

健康日本２１（第二次）

東京都健康推進プ

ラン２１（第二次）

当初計画

変更後

（参考）

東京都保健医療計画

東京都がん対策推進計画

（第一次改定）

都民医療費の現状と今後の取組

（第二期医療費適正計画）

高齢者保健福祉計画（第６期）

東京都障害者計画・第 4 期東京

都障害福祉計画

○ 健康増進法に基づく「都道府県健康増進計画」

○ 都民が主体的に取り組む健康づくりを社会全体で支援し推進

○ 計画期間：平成２５年度～平成３４年度（５年を目途に中間評価）

○ 計画策定の基本事項：都道府県は、健康日本２１（第二次）の目標

を勘案しつつ地域の実情を踏まえた住民にわかりやすい目標を設定

（平成 24年 7月 10 日付厚生労働省告示第 430 号）

○中間評価報告書の最終審議（6～7 月）
中間評価

１０年

５年
６年

３年

５年

５年

６年

６年

３年 ３年

○中間評価（？）

３年 ３年 ３年

１０年

○中間評価

中間評価

１０年

○（案）中間評価報告（年度末）

健康日本２１（第二次）：

健康寿命の算定時期を考慮し、平成３０年の夏ごろを目途に取り

まとめる。（第４０回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 資料 1）

健康推進プラン２１（第二次）：

健康日本２１（第二次）の中間評価の時期を踏まえ、平成３０年

度に中間評価報告を行うが、各分野の指標の評価については、平

成２９年度から着手する。

計画策定の趣旨等 中間評価の進め方

資
料
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